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東日本ガス株式会社（現 行） 備考 東日本ガス株式会社（新 規） 

（表紙） 

２０２０年３月３１日 

 

Ⅴ 工事費等の申し受け、精算及び支払い方法 

１１．工事費等の申し受け及び精算 

（４）当社は、増設工事等で小規模な工事（工事費が、10 万円以下の工事をい

います。）については、当社が認める場合には、工事費等の支払期日を工事

完成日以降で当社が別途指定する期日に繰り延べることができます。 

 

１２．工事費等の支払方法 

工事費等については、原則として払込みの方法でお支払いいただきます。 

この場合、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。 

 

 

①当社が指定した金融機関 

②当社の事業所等 

 

附則 

１．実施期日 

この工事約款は、2020年 3月 31日から実施いたします。 

 

 

 

変更 

 

 

 

変更 

 

 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

 

 

 

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表紙） 

２０２２年１２月１日 

 

Ⅴ 工事費等の申し受け、精算及び支払い方法 

１１．工事費等の申し受け及び精算 

（４）当社は、増設工事等で小規模な工事（工事費が、30 万円以下の工事をい

います。）については、当社が認める場合には、工事費等の支払期日を工事

完成日以降で当社が別途指定する期日に繰り延べることができます。 

 

１２．工事費等の支払方法 

工事費等については、原則として払込みの方法でお支払いいただきます。 

この場合、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。 

なお、１１（４）による場合に限り、クレジットカード（当社が指定した 

クレジットカード会社）でお支払 いいただくこともできます。 

①当社が指定した金融機関 

②当社の事業所等 

 

附則 

１．実施期日 

この工事約款は、2022年 12月 1日から実施いたします。 

 


